
2018年２月号 1212

　

町
で
は
、
両
親
が
仕
事
な

ど
の
理
由
に
よ
り
、
保
育
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
児
童
を

対
象
と
し
て
、
保
育
所
を
開

設
し
て
お
り
ま
す
。

　

本
年
４
月
か
ら
保
育
所
へ

入
所
を
希
望
す
る
児
童
を
次

の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。

　

な
お
、
現
在
保
育
所
へ
入

所
中
で
４
月
以
降
も
引
き
続

き
入
所
を
希
望
す
る
児
童
に

つ
い
て
も
、
申
込
書
と
児
童

を
保
育
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
認
め
ら
れ
る
証
明
書
の

提
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

①
募
集
期
間

　
２
月
１
日（
木
）〜
14
日（
水
）

②
開
設
保
育
所

　

・
上
ノ
国
保
育
所

　

・
河
北
保
育
所

③
申
込
方
法

　

住
民
課
住
民
環
境
グ
ル
ー

プ
、
湯
ノ
岱
・
石
崎
出
張
所

お
よ
び
各
保
育
所
に
備
え
付

け
の
申
込
書
に
よ
り
お
申
込

み
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ
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  平成30年度　上ノ国町職員採用試験公告

■申込・お問い合わせ　上ノ国町総務課庶務防災グループ【〒049－0698 檜山郡上ノ国町字大留100番地】

■申　込　先
　〒049-0698　檜山郡上ノ国町字大留100番地
　上ノ国町役場総務課庶務防災グループ（郵送可）
■受 付 期 間
　１月17日（水）～２月９日（金）　８時30分～17時15分
■試　験　日
　（④保育士のみ）平成30年２月18日（日）９時00分から
　　　　　　　　 受付は８時00分から８時30分まで
　（①・②・③）　 平成30年２月23日（金）９時00分から
　　　　　　　　 受付は８時00分から８時20分まで
　（注）時間までに受付できない場合は棄権とします。
■試 験 場 所　上ノ国町役場研修室
■試 験 内 容
　⑴基礎能力試験　⑵事務能力試験　⑶適性検査
　⑷面接試験
　※ 土木技術職員のみ⑴～⑷のほかに⑸専門試験あり、

保育士は⑶・⑷のみ

■採 用 人 員　各１名（保育士のみ２名）
■採用年月日　平成30年４月１日

※次の者は受験できません。
　○日本国籍を有しない者
　○地方公務員法第16条の各号のいずれかに該当する者
　　・成年被後見人又は被保佐人
　　・ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで

又はその執行を受けることがなくなるまでの者
　　・ 公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の

日から２年を経過しない者・日本国憲法施行の日
以後において、日本国憲法又はその下に成立した
政府を暴力で破壊することを主張する政党その他
の団体を結成し、又はこれに加入した者

職種 年齢要件 受 験 資 格 業 務 内 容 申 込 手 続

①
一般事務

昭和58年
４月２日以降
に生まれた方

・ １年以上の一般事務経験を有する方
※ 採用内定後、一般事務経験を証する
書面として職歴証明書を提出します。

　 職歴証明書を提出できない場合は、
内定を取り消す場合があります。

町長部局、教育委員会等
各種委員会事務局、議会
事務局等に勤務し、一般
行政事務に従事します。

・履歴書（市販）
※ ６ヶ月以内に撮影した本人であるこ
とを確認できる写真（脱帽上、上半身
正面向きの縦4.0㎝、横3.0㎝）を貼付

②
社会
福祉士

・ 社会福祉士（資格を有する方または
平成30年３月までに取得見込の方）

・ 普通自動車を運転する免許を有する
方（平成30年３月までに取得見込
の方）

身体上もしくは精神上の
障がいがある方または環
境上の理由により日常生
活を営むのに支障がある
者の福祉に関する相談及
び事務事業に従事します。

・履歴書（市販）
※ ６ヶ月以内に撮影した本人であるこ
とを確認できる写真（脱帽上、上半身
正面向きの縦4.0㎝、横3.0㎝）を貼付
・ 資格証明書もしくはこれに代わる
書面（有資格者のみ）

・ 普通自動車運転免許証の写し（既
取得者のみ）

③
土木技術
職員

・ 学校教育法による大学、短期大学、
高等専門学校、専修学校専門課程（修
業年数２年以上） またはこれらに相
当すると認められる学校等を卒業し、
土木に関する設計の実務経験３年以
上を有する方

土木一般事務に従事しま
す。

・履歴書（市販）
※ ６ヶ月以内に撮影した本人であるこ
とを確認できる写真（脱帽上、上半身
正面向きの縦4.0㎝、横3.0㎝）を貼付
・ 資格証明書もしくはこれに代わる
書面（有資格者のみ）

・卒業証明書（※最終学歴）
・ 実務経験申出書（総務課備付けま
たは町ホームページよりダウンロード）

④
保育士

昭和51年
４月２日以降
に生まれた方

・保育士
　 （ 資格を有する方または平成30年３
月までに取得見込の方）

町立保育所において保育
業務に従事します。

・履歴書（市販）
※ ６ヶ月以内に撮影した本人であるこ
とを確認できる写真（脱帽上、上半身
正面向きの縦4.0㎝、横3.0㎝）を貼付
・ 資格証明書又は保育士証の写し
（有資格者のみ）


